
道路交通法の改正により、令和５年４月１日から

交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることがとても重要です。
子供にヘルメットを着用させることはもちろん、

*　還付金詐欺

4月4日 　　西神奈川三丁目

*　架空請求詐欺

4月5日 　　青木第二

*　職権盗詐欺

4月4日 　　神奈川一丁目

令和５年３月１６日～令和５年４月１５日までの１か月間

発生地区 受理日 発生日時 犯行種別

神大寺二丁目 4月2日
12月31日～
4月/2日

部品狙い
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自転車に乗る際のヘルメット着用努力義務

犯　　行　　手　　口

マンション駐車場に駐車中のオートバイから
ナンバープレートを窃取されたもの。

神大寺地区内における犯罪発生状況（粗暴犯を除く）

　　　　　　大人もヘルメットを着用しましょう。

区役所偽りの「戻り金がある、ATMで手続きをする」旨の
電話に騙され、現金を振り込み騙しとられたもの。

パソコン上に突然警告文が表示され、表示されていた連絡先
に架電し、指示を受けてコンビニで電子マネーを購入し電子
マネーを騙しとられたもの。

銀行協会を偽る者にキャッシュカードが不正利用された旨の
電話に騙されて、自宅に訪れた犯人にキャッシュカードをす
り替えられ、窃取されたもの。

自転車を利用する全ての人はヘルメット着用が努力義務です。

【 神大寺地区自治連合会 ・ 神大寺地区防犯対策協議会 】
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